
番号 意見対象箇所 意見要旨 意見に対する県の考え方

1 Ⅲ－２－（２）
苦情解決の仕組みの整備と周知

○医療安全相談センターの設置

・医療安全相談センターにおい
て、県内医療機関の先進医療な
どに関する相談にも対応できる
体制整備をお願いしたい。

・御意見につきましては参考とさせていただきます。
・なお、医療安全相談センターでは、医療に関する知識・経験を有する看護師が相談業務に従事
しておりますが、専門性が高く、事例も少ない先進医療に関する相談において、個別の治療内容
や適否についての見解を示すことが困難な場合は、より詳しい相談窓口の紹介等を行うなどの対
応をしているところです。
・今後は、相談員に対して各種研修の受講を促進し、資質の向上を図って参ります。また、より
専門的な回答が必要な相談者に対しては、適切な窓口にアクセスできるよう、県内の医療資源情
報の収集・整理に努め、情報提供体制を強化して参ります。

2 Ⅲ－２－（３）
要援護者への利用援助

○成年後見制度の活用促進

・成年後見制度の活用につい
て、壁が厚いと感じる。
・県、市町村として現状を調査
し、国へ法改正の要望をお願い
したい。

・御意見につきましては参考とさせていただきます。
・なお、現在、国において、成年後見制度を利用する本人の尊厳にふさわしい生活の継続やその
権利利益の擁護等をより一層図る観点から成年後見制度見直しの検討が行われていることから、
県としましては国の動向を注視してまいります。

3 Ⅲ－３－（１）
バリアフリー・ユニバーサルデ
ザインの推進

・市町村及び私立の小中高校施
設のバリアフリー化の推進をお
願いしたい。

・御意見につきましては参考とさせていただきます。
・なお、市町村立学校においては、トイレの改修や段差解消のためのスロープ設置などの学校施
設のバリアフリー化を進めており、県では、学校設置者である市町村に対し、国の補助制度の活
用や必要な情報等の提供などを通じて取組を推進するよう働きかけております。
・また、私立学校についても、学校の取組を推進するため、校舎のバリアフリー化に係る国の補
助制度や必要な情報等の提供などに努めております。

4

Ⅲ－３－（２）
外出等の支援

・障害者や高齢者、妊婦等歩行
困難者用の車いす使用者用駐車
施設（身障者等用駐車場）の認
知度が低いと感じるので、小中
高校での普及・啓発をお願いし
たい。

・御意見につきましては参考とさせていただきます。
・なお、学校等については、国土交通省「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイド
ライン」に則り、県立学校の施設管理者及び学校設置者である市町村に普及啓発を行っておりま
す。
・また、優先枠（いばらき障害者等用駐車場利用証制度）の理解促進につきまして、県公式SNS
や県広報紙、ラジオといった媒体を通して、周知を行っております。
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